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はじめに 

 

平成 30 年、全国で刑法犯により検挙された人員に

占める再犯者の割合は 48.8％となり、昭和 47 年以

降最も高くなりました。 

罪を犯した人の中には、高齢、障害、生活困窮など、

様々な困難や課題を抱えている人もおり、そのような

人の立ち直りを実現し、再犯を防ぐことで、罪のない

人が犯罪による被害を受けることを防ぎ、安全・安心

に暮らすことができる社会の実現に繋がると考えて

おります。 

平成 28 年 12 月、「再犯の防止等の推進に関する

法律」が成立、施行されました。同法では、国及び地

方公共団体の責務が明らかにされるとともに、再犯の防止等に関する施策の基本とな

る事項が定められております。平成 29 年 12 月、政府は、罪を犯した人が円滑に社

会の一員として復帰できるようにするため、施策の策定・実施や連携に際し目指すべ

き方向や視点を示した「再犯防止推進計画」を閣議決定いたしました。そして、平成

31 年 3 月、山口県は、安心・安全な県づくりと犯罪をした人等も包摂した地域共生

社会の実現に向け、県が取り組む再犯防止の施策の方向性を明らかにした「山口県再

犯防止推進計画」を策定いたしました。 

こうした背景のもと、本市では、罪を犯した人が社会復帰後に安定した生活を送る

ことができるよう、本市が取り組む施策の方向性を明らかにするため「下松市再犯防

止推進計画」を策定いたしました。今後、本計画に基づき、関係団体との連携強化を

図り、行政・福祉サービス等を必要としている人に確実にサービスを提供するととも

に、再犯防止の施策を進めることで、安全・安心に暮らすことができる社会の実現に

繋げてまいりたいと考えておりますので、市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し

上げます。 

おわりに、本計画の策定にあたり御尽力を賜りました「再犯防止推進計画策定委員

会」の委員の皆様方をはじめ、貴重な御意見をいただきました市民の皆様に、心から

お礼を申し上げます。 

 

 

令和２年３月 

 

 

下松市長 國井 益雄 
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第１章 計画の策定にあたって                    

 １ 計画策定の目的 

  平成30年、全国で刑法犯により検挙された人員に占める再犯者の割合は48.8％

となり、昭和 47 年以降最も高くなりました。 

  社会生活上困難な事情を抱える刑務所出所者等の再犯防止対策として、就労の促

進や出所後直ちに福祉サービスを受けられるよう支援体制の整備が行われていま

す。刑務所出所者等が円滑に社会の一員として復帰できるように帰住先や就労先を

確保することや、高齢、障害等の特定の問題を克服するための支援をすることによ

り、罪のない人が犯罪による被害を受けることを防ぎ、安全・安心に暮らすことが

できる社会の実現に繋がります。 

  平成 28 年 12 月、「再犯の防止等の推進に関する法律」が成立・施行され、地

方公共団体は国との適切な役割分担を踏まえ、地域の状況に応じた施策を策定・実

施する責務を負うこと、再犯防止推進計画を勘案して地方再犯防止推進計画を定め

るよう努めなければならないことが定められました。 

  「下松市再犯防止推進計画」は、安全・安心に暮らすことができる社会の実現に

向け、犯罪をした者等が再び罪を犯すことがなく円滑に社会の一員として復帰・再

出発できるよう、本市が取り組む施策の方向性を明らかにするために策定します。 

 

２ 計画の位置付け等 

  本計画は、「再犯の防止等の推進に関する法律」第 8 条第 1 項に定める地方再犯

防止推進計画として策定するものです。 

 

３ 計画期間 

  本計画は、令和 2 年度から令和 6 年度までの 5 年間を計画期間とします。なお、

今後の社会情勢の変化や国や県の計画の見直し等を踏まえ、必要に応じ計画の見直

しを行います。 

 

 ４ 計画の策定方法 

  本計画の策定に当たり、民間団体や地域の人など、幅広い人からの御意見を参考

にするため「下松市再犯防止推進計画策定委員会」を設置し、本計画の内容を検討

しました。また、多くの市民の意見を反映した計画にするため、パブリックコメン

トを実施しました。 

 

  （１）「下松市再犯防止推進計画策定委員会」の開催 

   令和元年１０月１７日 第１回下松市再犯防止推進計画策定委員会 

   令和元年１１月１９日 第２回下松市再犯防止推進計画策定委員会 

   令和２年 １月２１日 第３回下松市再犯防止推進計画策定委員会 
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  （２）パブリックコメントの実施 

   令和元年１２月１６日から令和２年１月１０日の間、市ホームページなどでパ 

ブリックコメントを実施しました。 

 

５ 再犯防止施策の対象者 

  本計画において「犯罪をした者等」とは、「再犯の防止等の推進に関する法律」

第２条第１項で定める者で、犯罪をした者又は非行少年（非行のある少年をいう。）

若しくは非行少年であった者を指します。 
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第２章 犯罪情勢等について                     

 １ 全国の刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率 

  

（単位：人、％） 

 刑法犯検挙者数 
  

再犯者数 再犯者率 

平成 26 年 251,115 118,381 47.1 

平成 27 年 239,355 114,944 48.0 

平成 28 年 226,376 110,306 48.7 

平成 29 年 215,003 104,774 48.7 

平成 30 年 206,094 100,601 48.8 

 

 

※「再犯者」は、刑法犯により検挙された者のうち、前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり、再び 

検挙された者をいう。 

※「再犯者率」は、刑法犯検挙者数に占める再犯者数の割合をいう。 

 ～令和元年版再犯防止推進白書より～ 
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２ 全国の新受刑者中の再入者数及び再入者率 

  

（単位：人、％） 

 新受刑者数 
  

再入者数 再入者率 

平成 28 年 20,467 12,179 59.5 

平成 29 年 19,336 11,476 59.4 

平成 30 年 18,272 10,902 59.7 
※「新受刑者」は、裁判が確定し、その執行を受けるため、各年中に新たに入所するなどした受刑者をいう。 

※「再入者」は、受刑のため刑事施設に入所するのが２度以上の者をいう。 

※「再入者率」は、新受刑者数に占める再入者数の割合をいう。 

～令和元年版再犯防止推進白書より～ 

 

 ３ 山口県市町別刑法犯認知（発生地主義）状況 

  山口県における刑法犯の認知件数は年々減少していますが、下松市における刑法

犯の認知件数は 200 件台で推移しています。 

 

 （単位：件、％） 

 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

山口県の認知件数（総数） 6,852 6,296 5,419 

うち下松市の認知件数 278 212 240 

下松市の割合 4.1 3.4 4.4 

※「認知件数」は、警察において発生を認知した事件の数をいう。 

～山口県警察ホームページより作成～ 
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第３章 計画の基本方針                        

 １ 計画の基本方針 

  再犯防止推進計画や山口県再犯防止推進計画などを勘案し、以下の項目を本計画

の基本方針とし、関係機関などと連携を図りながら取り組んでいきます。 

 

 【基本方針】 

  １ 広報・啓発活動の推進 

  ２ 関係団体との連携強化及びサービスの確実な提供 

３ 就労・住居を確保するための取組の推進 

 

第４章 市の取組事項                           

【基本方針１】広報・啓発活動の推進                       

  犯罪をした者等が、就労・住居を確保し自立したように見えても、地域で孤立し

ている人がいます。再犯の防止等に関する施策を推進するためには、地域の人の理

解と協力が不可欠です。 

 

◆現状認識と課題等 

    再犯の防止等に関する施策は、国民にとって必ずしも身近でないため、国民

の関心と理解を得にくく、“社会を明るくする運動”が十分に認知されていな

いなど、国民の関心と理解が十分に深まっているとは言えないこと、民間協力

者による再犯の防止等に関する活動についても国民に十分に認知されている

とはいえないことなどの課題がある。 

～再犯防止推進計画（第６ ２．広報・啓発活動の推進等）より～ 

 

◆市の取組 

   ①「社会を明るくする運動」強調月間等における啓発活動の推進 

     「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行の防止と犯罪をした者等の更生

について理解を含め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のな

い安全・安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。毎年７月は「社

会を明るくする運動」の強調月間であり、啓発活動を行っています。 

     本市では、７月上旬に関係機関や関係団体等と連携して街頭啓発活動を行

っており、市内３中学校の協力により、中学生ボランティアとして生徒が自

ら街頭啓発を行い、運動への理解を深めています。 

     また、毎年、市内小・中学生を対象とし「社会を明るくする運動」の作文

を募集しています。全国表彰や山口県表彰のほか「社会を明るくする運動」
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下松市推進委員会委員長表彰等の各種表彰を行い、啓発に努めています。 

     「再犯の防止等の推進に関する法律」では、新たに７月を「再犯防止啓発

月間」に位置付けており、「社会を明るくする運動」に合わせ、再犯防止に

関する広報・啓発活動を進めます。 

 

   ②民間協力者に対する表彰 

     地域の犯罪予防を図る活動をしている保護司※1 などの民間ボランティア

を表彰し、その活動や社会的意義について地域住民に周知を図ります。 

 

   ③行政や専門機関等による相談事業の周知等 

     行政や専門機関等による相談事業などの周知を図ります。また、いつでも

誰でも、生活に困っていることなどを気軽に相談できるように、民生委員・

児童委員や福祉員、ボランティア等、地域で福祉活動に関わっている人の相

談体制や各種相談に対する関係機関の連携強化に努めます。 

 

【基本方針２】関係団体との連携強化及びサービスの確実な提供 

犯罪をした者等が再び罪を犯すことなく地域で安定した生活を送るためには、保 

護観察所※2や保護司会などの関係団体と連携を強化するとともに、行政サービスや 

福祉サービスなどを必要としている人に対し、確実にサービスを提供し、息の長い 

支援を行うことが必要です。 

 

（１）関係団体の活動促進等 

  ◆現状認識と課題等 

    再犯の防止等に関する施策の実施は、地域において犯罪をした者等の指導・

支援に当たる保護司、犯罪をした者等の社会復帰を支援するための幅広い活動

を行う更生保護女性会※3、ＢＢＳ会※4等の更生保護ボランティア（中略）など、

多くの民間ボランティアの協力により支えられてきた。（中略）しかしながら、

保護司の高齢化が進んでいること、保護司をはじめとする民間ボランティアが

減少傾向となっていること、地域社会の人間関係が希薄化するなど社会環境が

変化したことにより従前のような民間ボランティアの活動が難しくなってい

ること（中略）など、民間協力者による再犯の防止等に関する活動を促進する

に当たっての課題がある。 

～再犯防止推進計画（第６ １．民間協力者の活動の促進等）より～ 

  

◆市の取組 

  ①保護司の人材確保 

    保護司は、地域の犯罪予防を図るための活動、地域の安全・安心の担い手

として多面的な役割が期待されています。光・下松保護区保護司会下松支部
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が開催する保護司候補者検討協議会で保護司適任者の推薦をすることによ

り、保護司の人材確保に努めます。 

 

  ②保護司会等への活動支援 

     更生保護サポートセンター※5は、保護司をはじめとした更生保護ボランテ

ィアの地域における活動拠点として設置されています。光・下松保護区保護

司会更生保護サポートセンターは、光市に設置されています（平成３１年４

月１日時点）。国は、地方公共団体と協力して、更生保護サポートセンター

の設置を着実に推進することとしており、また、更生保護サポートセンター

未設置の地方公共団体に対し、設置場所の確保について協力を求めています。

保護司の活動拠点である更生保護サポートセンターの設置は、その必要性が

認められるため検討を進めます。 

保護司会、更生保護女性会等が開催する会議への参加などにより、関係団 

体と連携しながら、活動の支援に努めていきます。 

 

   ③薬物乱用防止指導員※6との連携による啓発 

     「社会を明るくする運動」や「福祉健康まつり」において、薬物乱用防止

指導員によるチラシなどの啓発物品の配布を通じ、規制薬物の乱用が犯罪行

為であることや薬物乱用の恐ろしさを周知します。また、薬物乱用防止指導

員は、児童や生徒に対する薬物乱用防止に関する教育に携わります。 

 

   ④地域の見守り活動の推進 

     平成１７年４月に制定した「下松市安全安心まちづくり条例」のもと、市、

市民、事業者等は、それぞれの役割を果たしつつ協働して安全意識の高揚、

安全活動を推進し、安全で安心して生活することができる地域社会の実現を

目指しています。 

犯罪の抑止につながる取組として、地域の目となる地域防犯ボランティア 

による見守り活動を推進することなどにより、安全で安心な地域づくりに努 

めます。 

 

（２）保健医療・福祉サービス等の利用 

  ◆現状認識と課題等 

矯正施設※7において高齢または障害を有する入所者が増えており、身体・精

神機能が低下した者の出所後の住居を確保すること等が難しくなっている。自

立が困難な矯正施設出所者等の円滑な社会復帰のため、山口県地域生活定着支

援センター※8、矯正施設、保護観察所が連携し、矯正施設出所後速やかに福祉

サービス等を受けることができるように必要な調整（特別調整※9）を行ってい

る。 
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  ◆市の取組 

   ①矯正施設等との連携 

    自立が困難な矯正施設出所者等が出所後速やかに福祉サービス等を受け

ることができるよう、山口県地域生活定着支援センター、矯正施設、保護観

察所等との連携強化を図ります。また、関係機関に対し、本市が実施してい

る保健医療・福祉サービスなどに関する情報提供に努め、関係機関との情報

共有を図ります。 

 

   ②地域における福祉的支援 

     保健医療・福祉サービスは、犯罪をした者等であるか否かにかかわらず提

供されます。保健医療・福祉サービスの手続きに来られた人が犯罪をした者

等であるか否かを把握することは難しいため、保護司、民生委員・児童委員、

地域包括支援センター、社会福祉協議会などとの連携を強化し、日常生活に

おける福祉的支援を進めます。 

 

   ③地域福祉計画等への対応 

     高齢者や障害者への福祉的支援は、地域福祉計画などに反映されています。

高齢者や障害者への福祉的支援は、犯罪をした者等であるか否かにかかわら

ず提供され得るものであり、犯罪をした高齢者や障害者に対しても確実に支

援に繋げることが重要です。そのため、地域福祉計画などの改定に際し、罪

を犯した高齢者や障害者に対する支援を盛り込むことを検討します。 

 

（３）非行の防止と就学支援 

  ◆現状認識と課題等 

我が国の高等学校進学率は 98.5 パーセントであり、ほとんどの者が高等学

校に進学する状況にあるが、その一方で、少年院※10入院者の 28.9 パーセント、

入所受刑者の 37.4 パーセントが中学校卒業後に高等学校に進学していない。

また、非行に至る過程で、又は非行等を原因として、高等学校を中退する者も

多く、少年院入院者の 36.8 パーセント、入所受刑者の 24.6 パーセントが高

等学校を中退している状況にある。（中略） 

しかしながら、学校や地域における非行の未然防止に向けた取組が十分でな

いこと、犯罪をした者等の継続した学びや進学・復学のための支援等が十分で

ないことなどの課題がある。 

～再犯防止推進計画（第４ １．学校等と連携した修学支援の実施等）より～ 

 

  ◆市の取組 

   ①各種相談窓口の周知 

     非行・犯罪の専門機関である少年鑑別所※11 の専門性を生かし、非行、犯

罪行為、親子関係、職場や学校でのトラブルなどの相談に応じる「法務少年
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支援センター山口（山口少年鑑別所）※12」の周知を図ります。 

     非行・虐待等の少年に関する相談、不良行為少年・非行少年やその家庭に

対する指導・助言等を行う「少年サポートセンター※13」の周知を図ります。 

 

   ②小・中学校における取組 

     市内各小・中学校における薬物乱用防止に関する教室や情報モラルに関す

る研修会などの開催、小・中学校で連携した生徒指導に関わる情報交換、定

期的な教育相談や生活アンケートの実施、生徒指導連絡協議会の開催などを

通じ、児童・生徒の非行の未然防止に努めます。 

     問題行動などを起こした児童・生徒に対しては、スクールカウンセラーと

本人や保護者との面談、個別指導による学習支援、保護観察所や保護司との

緊密な連携・情報共有、必要に応じスクールソーシャルワーカー※14 を派遣

することなどにより、本人の立ち直りを支えます。 

 

【基本方針３】就労・住居を確保するための取組の推進 

 犯罪をした者等が安定した生活を送るためには、就労・住居の確保が必要不可欠

です。しかし、犯罪をした人の雇用や入居には拒否感を持たれることが多く、支援

が求められています。 

 

（１）就労の確保等 

◆現状認識と課題等 

    刑務所に再び入所した者のうち約７割が、再犯時に無職であった者となって

いる。また、仕事に就いていない者の再犯率は、仕事に就いている者の再犯率

と比べて約３倍と高く、不安定な就労が再犯リスクとなっていることが明らか

になっている。（中略）しかしながら、前科等があることに加え、求職活動を

行う上で必要な知識・資格等を有していないなどのために求職活動が円滑に進

まない場合があること、（中略）犯罪をした者等の中には、障害の程度が福祉

的支援を受けられる程度ではないものの、一般就労をすることも難しい者が少

なからず存在することなどの課題がある。（中略）更生保護施設等退所後は地

域に生活基盤を確保する必要があるが、身元保証人を得ることが困難であった

り、家賃滞納歴等により民間家賃保証会社が利用できなかったりすることなど

により、適切な定住先を確保できないまま更生保護施設等から退所し、再犯等

に至る者が存在するなどの課題がある。 

～再犯防止推進計画（第２ １．就労の確保等）より～ 

 

  ◆市の取組 

①生活困窮者自立支援事業※15等による支援 

生活困窮者自立相談支援事業による支援を通じ、生活の安定を図ります。
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また、公共職業安定所などと連携し、就職及び就労の定着を図ります。 

 

②就労継続支援や就労定着支援などによる障害者への就労支援 

就労継続支援や就労定着支援などによる障害者への就労支援を通じ、障

害者の就労支援を行います。就労機会を提供し、能力等向上のための訓練

を行うとともに、就労の継続を図るため、相談、指導及び助言などの支援

を行います。 

 

③就労を希望する障害者に対する相談体制 

就労を希望する障害者などが抱える課題に応じ、障害者就業・生活支援

センターや公共職業安定所、相談支援事業所などと連携し、就業や生活面

での支援を行います。 

 

   ④協力雇用主※16に対する支援 

     犯罪等の前歴のために定職に就くことが難しい保護観察対象者や矯正施

設出所者などを雇用し、改善更生に協力する民間雇用主、いわゆる協力雇用

主についての周知を図ります。 

 

   ⑤刑務作業等への支援 

     受刑者の社会貢献意識の高揚に繋げるため、矯正施設等が行う刑務作業製

品の販売等への支援を検討します。 

 

（２）住居の確保等 

  ◆現状認識と課題等 

    刑務所満期出所者のうち約５割が適当な帰住先が確保されないまま刑務所

を出所していること、これらの者の再犯に至るまでの期間が帰住先の確保され

ている者と比較して短くなっていることが明らかとなっている。適切な帰住先

の確保は、地域社会において安定した生活を送るための大前提であって、再犯

防止の上で最も重要であるといっても過言ではない。 

～再犯防止推進計画（第２ ２．住居の確保等）より～ 

 

 ◆市の取組 

   ①公営住宅の受け入れ等 

公営住宅の募集状況などについて、市広報「潮騒」や市ホームページなど

を活用し情報提供を行います。 

  

  ②生活困窮者自立支援事業住居確保給付金※17の活用 

     生活困窮者自立支援事業住居確保給付金を活用し、生活の基礎となる住居

の確保を図ります。 
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   ③住宅確保要配慮者に対する居住支援 

    山口県居住支援協議会※18が開催する協議などを通じ、特別な事情を有する

ため民間賃貸住宅に入居が制限されるなど、住宅を確保することが難しい住

宅確保要配慮者に対する居住支援について研究を進めます。 

 

 

第５章 「下松市再犯防止推進計画策定委員会」の設置等        

１ 下松市再犯防止推進計画策定委員会 

   「下松市再犯防止推進計画」の策定に当たり、民間団体や地域の人など、幅広

い人からの御意見を参考にするため「下松市再犯防止推進計画策定委員会」を設

置しました。 

 

２ 下松市再犯防止推進計画推進本部 

「下松市再犯防止推進計画」の策定に当たり、庁内に「下松市再犯防止推進計

画推進本部」を設置しました。計画策定後は、「下松市再犯防止推進計画推進本部」

において、計画の進行管理、計画の方向性や内容の見直しなどを検討します。 

 

３ 下松市再犯防止施策推進協議会 

   「下松市再犯防止推進計画」策定後に、関係機関や地域の人等で構成する「下

松市再犯防止施策推進協議会」を設置します。関係機関と連携して、当面する課

題や対応の情報共有を図るとともに、今後の再犯防止に関する取組の方向性など

を検討します。 
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資 料                               

１ 下松市再犯防止推進計画推進本部設置要綱 

 （設置） 

第１条 再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号）の規定に基

づき、下松市再犯防止推進計画（以下「計画」という。）の策定及び進行管理を行

い、もって再犯防止の推進を図ることを目的として、下松市再犯防止推進計画推進

本部（以下「本部」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 再犯防止の推進に関すること。 

(2) 計画の策定及び進行管理に関すること。 

(3) その他本部の目的達成に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。 

３ 本部員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（本部長等の職務） 

第４条 本部長は、本部を総理し、本部を代表する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、

本部長の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 本部の会議（以下「会議」という。）は、本部長が必要と認めるときに招集

する。 

２ 会議の議長は、本部長をもって充てる。 

（幹事会） 

第６条 本部に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長は健康福祉部長を、副幹事長は長寿社会課長をもって充てる。 

４ 幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 幹事会は、本部長の命を受けて本部の事務を処理する。 

６ 幹事会の会議は、幹事長が必要と認めるときに招集する。 

７ 前項の幹事会の会議の議長は、幹事長をもって充てる。 

 （参考人の出席） 

第７条 本部長は推進本部の会議に、幹事長は幹事会の会議に、必要に応じ参考人の

出席を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 本部の庶務は、健康福祉部長寿社会課において処理する。 
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 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、令和元年９月６日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

職名 

総務部長 

企画財政部長 

生活環境部長 

健康福祉部長 

子育て支援担当部長 

経済部長 

建設部長 

教育部長 

 

別表第２（第６条関係） 

職名 

秘書広報課長 

契約監理課長 

生活安全課長 

福祉支援課長 

子育て支援課長 

人権推進課長 

産業観光課長 

住宅建築課長 

学校教育課長 
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２ 下松市再犯防止推進計画策定委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号）の規定に基

づき、下松市再犯防止推進計画（以下「計画」という。）を策定するため、下松市

再犯防止推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 計画の策定に関すること。 

(2) その他委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

（組織等） 

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、別表に定める関係団体等からの推薦を受けた者又は市長が適当と認める

者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、市長が指名する。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する

委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が必要と認めるときに招

集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 会議は、委員の過半数の出席により成立する。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求めること

ができる。 

（秘密保持） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後

も同様とする。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、健康福祉部長寿社会課において処理する。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 

附 則 
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この要綱は、令和元年９月６日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

区分 関係団体等 

公的機関 山口保護観察所 

 山口刑務所 

 山口少年鑑別所 

 岩国刑務所 

 下松公共職業安定所 

 下松警察署 

民間協力団体等 光・下松保護司会 

 更生保護女性会 

 薬物乱用防止推進委員 

社会福祉団体 山口県地域生活定着支援センター 

 下松市社会福祉協議会 

 下松市民生児童委員協議会 

自治会 下松市自治会連合会 
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下松市再犯防止推進計画策定委員会委員名簿 

（任期：2019 年 10 月 17 日～2020 年 3 月 31 日）  

関係機関・団体名 職・委員氏名 

国・県関係機関   

 山口保護観察所 企画調整課長  

 山口刑務所 上席総括矯正処遇官  

 山口少年鑑別所 首席専門官  

 岩国刑務所 総務部調査官  

 岩国刑務所 庶務課長  

 下松公共職業安定所 統括職業指導官  

 下松警察署 生活安全課長  

 山口県薬物乱用防止推進員周南地区協議会 会長  

民間協力団体   

 光・下松保護区保護司会下松支部 支部長  

 下松市更生保護女性会 会長  

自治会関係   

 下松市自治会連合会 会長  

社会福祉関係団体   

 社会福祉法人山口県社会福祉協議会 生活支援部長  

 社会福祉法人下松市社会福祉協議会 事務局長  

 下松市民生児童委員協議会   

（順不同、敬称略） 
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３ 用語解説 

保護司（※１） 

   犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアで、法務大臣から

委嘱された非常勤の国家公務員です。犯罪や非行をした人が社会復帰をしたとき、

速やかに社会生活を営めるように住居や就職先の調整や相談を行っています。 

保護観察所（※2） 

   犯罪や非行をし、家庭裁判所の決定により保護観察になった少年、刑務所や少

年院から仮釈放になったもの、保護観察付刑執行猶予となったものに対して、保

護観察を行う法務省の機関です。更生保護※19 及び医療観察の実施機関として、

保護観察、生活環境の調整などの事務を行っています。 

更生保護女性会（※3） 

   更生保護に関する広報活動、地域の犯罪予防活動、犯罪をした人や非行のある

少年の更生支援活動に協力する女性ボランティア団体です。 

BBS 会（※4） 

  BBS（Big Brothers and Sisters Movement）は、「兄」や「姉」のような

身近な存在として接しながら、少年が健全に成長していくことを支援する青年ボ

ランティア団体です。 

更生保護サポートセンター（※5） 

   保護司をはじめとした更生保護ボランティアの地域における活動拠点として、

また、地域の安全・安心の拠点として全国各地に設置されています。 

薬物乱用防止指導員（※6） 

   県の委嘱を受け、薬物乱用防止の啓発活動を行うボランティアの人をいいます。 

矯正施設（※7） 

   刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人指導院を指します。 

地域生活定着支援センター（※8） 

   福祉の支援を必要とする矯正施設を退所した人などが、安定した日常生活が送

れるよう生活の環境を整えるとともに、このような人を受け入れる地域社会づく

りに取り組んでいます。 

特別調整（※9） 

   高齢又は障害を有し、かつ、適当な帰住先がない受刑者や少年院在院者が、釈

放後速やかに適切な介護、医療、年金等の福祉サービスを受けることができるよ

う、矯正施設、保護観察所、地域生活定着支援センターが連携して行う生活環境

の調整です。 

少年院（※10） 

  保護処分の執行を受ける者などを収容し、矯正教育や必要な処遇を行っていま

す。 

少年鑑別所（※11） 

   家庭裁判所等の求めにより、少年の心身の鑑別※20、観護処遇、地域社会にお

ける非行及び犯罪の防止に関する援助を行っています。 
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法務少年支援センター山口（山口少年鑑別所）（※12） 

   非行・犯罪の専門機関である少年鑑別所の専門性を生かして、地域の人の相談

などに応じる際に使用する名称です。 

少年サポートセンター（※13） 

   少年問題に関する専門組織であり、全都道府県警察に設置しています。少年警

察活動の中心的な役割を果たす組織として、補導活動、関係機関などとの情報交

換や意見交換などを行っています。 

 スクールソーシャルワーカー（※14） 

   いじめや不登校など、学校や日常生活における問題に直面する子どもを支援す

る社会福祉の専門家をいいます。 

 生活困窮者自立支援事業（※15） 

   経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある者

に対し、その者に対し自立の支援に関する措置を講じ、自立の促進を図ることを

目的としています。 

 協力雇用主（※16） 

   犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが難しい刑務所出所者などを、その

事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主をいいます。 

生活困窮者自立支援事業住居確保給付金（※17） 

   離職などの理由により経済的に困窮し、住宅に住むことが困難となっている生

活困窮者で、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められる者に

対し支給する給付金をいいます。 

居住支援協議会（※18） 

   住宅確保要配慮者への支援のあり方などを協議する場として、地方公共団体、

不動産関係団体、居住支援団体等が連携して設立しています。 

更生保護（※19） 

   犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇することにより、自立

し改善更生することを助けることで、社会を保護し、個人と公共の福祉を推進し

ようとする活動をいいます。 

 鑑別（※20） 

   医学、心理学などの専門的知識及び技術に基づき、非行や犯罪に影響を及ぼし

た資質や環境上の問題を明らかにし、処遇に資する適切な指針を示すために行い

ます。 
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